
アッバース朝時代エジプトにおける

　　　　　税の請負制度について

清 水 誠

　アッバース朝の支配体制はその第1期（132－218H／750・一一833）より次第に中央集権化

の傾向をたどり，それに伴って中央政麿の官僚機構，特に財政機構の著しい発達をみ

た。このような発達は，主として中央政府が財政難を切り抜ける惹図で力を注いだ税務

行政の強化に端を発している。しかし，その複雑かつ統制胸な財政機構の基盤に立っ

て，中央政晦が地方政府に対してとった二三は徴税請負（daman）で，これは第3期

（279－334K／892－945）になるとひんばんに胴いられた。この契約を結んだ場合，中央

政府はこれまで不安定で，しかもともすれば減少しがちな当該地方政府の申央への納入

額を確実なものにし，少なくとも契約年限の間は一定額を引込みうる「保証」を得たの

である。ところで，このような中央政府での徴税講負契約の締結は地方における税務行

政にどのような影響を与えたであろうか。あるいは逆に，地方の税務行政の実情なり変

革なりが中央政府の徴税請負制の採用に反映したことはなかったであろうか。この疑閥

を解くなんらかの手懸りを得ることを闘的として，本小論ではアッバース朝下のエジプ

トにおいて次第に発展したとみられる租税の請負制慶を取り上げ検討したい。本稿で用

いるアラビア語の転写法および主要史料の略称は次の通りとする。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　請負（qabalεし）について

　　　　　　　　　　　　　　，本論では一切取り扱わないことにし，罰の機．会に論

1

　エジプトにおける冷血の請負幽幽には納税爾負（qabala）と徴税請負（damtin）と

があり，乱訴この山亭を通じて金品的に請負制慶を指すときは前者の納税繭負で代表さ

せている。この納税講負なり徴税講負なりをまとめて論述している史料としては，15世

紀エジプトのすぐれた地理・歴史学者マクリーズィーa1－Maqriziのa1一撃嫁の記事

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一18一



　　　　　　　　　　　　　　　アッバース朝1時代エジプトにおける税の飾釦制渡について

がほぼ唯一のものである。マクリーーズィーのこの鞍懸には，随所に彼が打ちたてたエジ

プト塑に関する理論がみられるが，ここに取り上げる《イスラームがコプト人の闘に広

がり，アラブ族が村々に定曝してのちのエジプトの土地の納税請負制（qab盃1盃t）およ

びそれからal－Na＄irの最新の検地（rfik）2）まで1こ起こったこと》に幸する節もその

一つである。彼はまず，アラブ族がナイルのデルタ地帯に定曝し，農耕を生計の手段と

して選び，コプト人の大衆が次第にイスラーームに改宗するようになってのち，エジプト

では納税請負糊が行なわれるようにな6’たとし℃，ついでその概略を述べている　（暮i一

㌻麟1，13！－32）。そこで納税請負制の成立についてはさておくとして，　さきにこの側痩

の内容を紹介したい。

　納税講負制の最大の特色は，首府のフスタートa1－Fus㌻酢で税務長窟（mutawalli

　1恵a癒の　の臨席のもとに納税権入札のための競が行なわれたことである。マクリー

ズィーはその模様を次のように伝えている。

　　多々や町々から人々が集まると，呼手がそれぞれの地域について，〔請負〕契約の

　　犯意額（＄afqゑt）を次々と呼び上げ，税務身締の前にいる税務書記たちが競の重ん

　　だkifra（県）の〔課税〕額と人々のうちから納税請負権を落札した人の岡意額を書

　　きこむ。納税講：負人　（mutaqabbll）たちは皐越や水害その他の理Elllで，4葎の期

　　限で当該地域（bilgd）を請負った（．Uita㌻1，131）。

首府におけるこのような競はn廼a’といわれている（暮i舞㌻1，132；III，7；IV，43）。

この競が入札者たちに対し平等に行なわれたかどうかは疑わしい。疇には税務長官が特

定の入札者に特権を付愚して落札させることがあったようである。マクリーズィー所収

王bn　Z澱aq（387H／997没）のALib2r　aエーM麺ara’fyΣn　lこよると，税務長官A臆Bakr

Mu翠amrnad　b．　tAli　a1－M諏ara’三3）は競に際し，ある私領地（φiy2t）の納税権を委

ねてくれるよう頼んだWahb　b．　Ism2“i1という者との協同（9irka）請負という内々

の条件で，入札業務の進行中その私領地の納税権をこの人物に委ねるよう命じている

（ijitat　1，　132）。入札者の出身胴は天賜，地主，軍入，アラブ人やコプト入らの地方豪

族からなっており，むろん專門の納税講負人もいたと考えられる（耳i㌻薦1，132，138；

III，7；APEL　n。86／87）。なかにはカリフの撮aw猿の肩鶴：を持つ者暴いた（APEL

nO　79；APW　ne　14）。エジプトの税務行政は太陽騰のコプト暦をもとにして執行され

たが，競を開く時期については当面のマクリーズィー一の記述では明確にきれていない。

ただファーーテマ朝初，まだアッバース朝に引き続いて納税請負鯛を行なっていた363犀

では，m晦arram月14日，コプト暦のb2be月18　H（1e月　15　E一］）1こ弱かれている（耳呈一
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　アッバース朝時代エジプトにおける税の講負七度について

ta㌻1，132；III，7；IV，42）。　babe月というのはその．月の8Elごろにナイルの水位が

最高に達する時で，この日が過ぎるとほぼ土地の灌澱状態が判明する。もっともこの黛

の競は嶺時の特殊な政治事情がからみあっていたかもしれない。またマクリーーズィーに

よれば，競は順次kfira（県）ごとに行なわれたようであるが，請負の単位となる地区に

ついてはbiladとのみあって，やや漠然としている。単数形のbaladもしくはbalda

はいわば地方共岡体を意昧する語で，古くからの’職例によって，この共岡体が最小の地

方行政単位として胴いられていた。この地方共岡体は実際的1こはqarya，　kafr，　minya，

§ubraなどの村落に相当し，これらをbaladと総称したのである。しかもそのうちに

は私領地（φay’a）も禽ませていた4）。マクリーズィー半双Ibn　Z灘ゑqのSlra℃a1－

Mu’izz　li－Dln　All蝕によると，静こも少し触れた363年の場合について，ド私領地

（diy蕊“）およびあらゆ為税種（s翫’圭r　wu蓉Uh　al－amwal）1こ関する競」となっていて，

通常の徴税区の外に私領地も請負の単位となっていたことがわかる（馨㌻碑L132；III，

7；IV，42－43）。パピルス文書によると，私領地の場合と並んで，一ケ村から数ケ村に

及ぶ地域が一一括して請負われている（P。Mi1．　R．　Unv．1，　n。7，　nO　10；APG　n。4）。ミラ

ノのnQ　7文書の納税講負残額に関する計算書（蓉a質da．t　baqiya）では6ケ村が含ま

れている。これらの村はアイユーブ朝やマムルーク朝の村落名簿にもその名をみせるが，

村　名　竺愚蕩）竺　・1－GI“・n互・即興…

Samaclifn

Samama
S．anawaxrh

Bar甑b
Q我lat翫

顕rayき

2587

770

1・，139

523

1・，194

2207

｝？．　106

　107

　107

　103
　．／　08

　74

p．　148

　1g／　ci

　156
　1！5

　i69

　113

ちなみに1マム」U　・一ク韓

蒋代の地籍調査による

各村落の耕地面積を漏

すと表の遍りとなる。

Bitray重以外はすべて

Mi通韻ya県（kifra）

に属す。BifrayilはGarblya県に属しているので，文書のそれと同一であるかどうか

やや疑闘が残るが，伺一人物がなんらかの理由で離れた地域をも岡階に講負ったとする

ことはむろん可能である。

　このようなqab測a契約によって1県もしくはそれ以上の地域を請負っている例は晃

当たらない。このような場合にはむしろφamanと呼ばれたようである。304奪rama－

d互n月25鐸1／9エ7年3月22目の1三i付をもつABH　n。11の：文書は上エジプ｝・：金位を徴税

請負（dam融）したことに触れている。この徴税講負人はmutaltammin　もしくは

面minと呼ばれた（9itat　1，132，138；III，7）。これら納税請負人や徴税請負人が扱う

税種は墨椰子税，砂糖きび税，ぶどう税などを含む通常の地租⑳ara逡）のほか，牧
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　　　　　　　　　　　　　　　アッバース粥膝代エジプトにおける税の請負鋼度について

場税（　　　一回rmara’1）や人頭税　（慈awali）もあって，酋府から派遺される県の徴税宮ないし

はその下で働く徴税吏の場合と変りない（APG　n。4；AP1£L　n。196；PER　Inv．　Ar．

Pap．8347＝MPER　mIII　p．162；PER　Inv．　Ar．　Pap．7850・＝　ibid．，　p．164）。ナイル

の流量は毎奪一定とは限らず，したがって実際に徴収できる税額も一定ではない。そこ

で，その平均を取る意昧で4銀の契約織工を設け，撃魍や水害による不作の年があって

も，納税請負人は彼が周聞した規定通りの税額を政碕に納入しなければならず，そのこ

とは契約書に明記された　（cf．　APEL　n。87）。毎fi2一一A定額を臨1庫に納入するという点

で，通常の三三窟の場合と根：本的に異なっていたのである。　ABH　n。11の徴税諮負

（dambn）の契約期限は305年から310矩までの6年聞であるから，徴税請負の方はかな

らずしも原則通りではなかったらしい。この場合の徴税請負は上エジプト全域を管轄と

するので，請負の競が行なわれたとは考えられないが，それでも新たな競争構手が現わ

れたために契約変更がなきれている。この文書で興昧深いのは，契約の締結と岡宮に請

負人が政府に対して手形（sa蹴i勇：suf℃磁aの複数形）を渡していることである。すな

わち契約期閥は305年から6臼三間であるが，交書のN付の305年fa鋤a¢an月25日にはす

でに手形が当局に供託きれている。この手形は一郭の約束手形であって，税金が徴収さ

れ，約束の期眼に政府に送られてくると現金化される。当面の文書ではやや漠然として

いるが，この「sult5nに属する手形」とは申央政階にその手形が送られることを意昧す

る。中央政府では，もし一時的に収支の均衡が取れず，現金を必要とする際には，これ

ら各地から到着した手形を担保に，商人たちから短期借入を行なっていたのである5）。

　さて，このようにして首府で契約が結ばれてのち，その蒲負業務の執行についてマク

リーーズィP・は次のように記している。

　　このことが済むと，土地を納税請負した者や徴税請負した者は各々当該の徴税区

　　（n2hiya）へ鐵かけ，その地区の耕作播種（zir5’a），灌概土手（蓉usUr：蓉圭srの

　　複数形）の整備，その他あらゆる徴税業務を一族の者や協賛者たちとともに撫当し，

　　賦払い時期ごとに義務の税額㊥ar磁）を〔フスタートへ〕送金する　（導i㌻毎1，

　　131－32）o

請負地に赴くとただちに業務に取りかかったわけであるが，その際納税請負人は自己の

権利として，担当地区の一部を下請させてもよかった。APEL　n。86／87や嗣じくnO

145はこの納税請負下請の契約文書である。下請契約は担当地区内の村（もしくは県）
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　アッバース朝時代エジプトにおける税の講負制度について

における競によって成立する。このような村での競はdilalaと呼ばれている。後者の

文書は271黛から273矩までの3年目期限で，年額45ディーナール，計135ディー

ナールで契約きれている。醜者のnQ86／87文書では，　Muz的i撮b．　Is頃qというa1－

U話mfinayn県の徴税吏が，312薙から315年までの4矩期限で請負ったものの一部をさ

らに低U首m且鍛地区の一村，Nawaye村における競（dilala）で，その村の住民のAn－

tanas　b．　Sis三nnaという者が314年から315葺1にかけての2薙契約で下講している。

　　　　　　　　　　　　　　・だだ落札したときの名義がGirile　Quzmanという別人になっているのは，競の際の何

か複雑な事情を物語るようである。下一人は耕作播種，納税など税務周（diw融al一

葛a痴墓）で定められた諸条件についての全費任を魚ラ6この文書で注意すべきことは，

「これは彼や彼以醜では彼の先祖の財産（mi玉k）であるが，　Muz2him　b－Is嫡qの納

税請負　（qab訓a）となっていて，これを下請に興すことは彼の権利となっている」と

いう記載である。蛭子の代名詞は下請した土地そのものを指すのでなく，文書全体の内

容からその土地の借地権を意味すると考えられ，これが代々Antan2s家に世襲きれて

いることを示しているのである。しかも，この下講契約によって初めてAntanisはそ

の土地のuE三府権と耕作権を獲得することができた（垣zah配i－nafsih圭wa　za盛hの。そ

してこの土地の実際の耕作には彼自身が当たってもよいが，希望者があればその瞬を税

務編に登録して耕作させることができ，契約書にもこの条件が朋記きれている。この’下

請のねらいは，納税権を得ることよりもむしろ借地権を得て，土地を経営し，それによ

って得られる利益にあるとみなされるが，いずれにしてもこの文書は，所有権，借地権，

納税権が複雑に交錯するエジプトの土地制度を端的に示している。納税権を下請した土

地をさらに農民に又貸して耕作させることはAPEL　n。145の交書も隅じで，文書の

保存状態が悪いため1謡濃載はないが，やはりその旨が税務／灘こ登録きれる。この納税請

負下請人と薩堅磐作者との間の契約は，kira’として知られる借地契約および覇じqa－

b灘aの語が用いられる耕作一側契約｝こ類する。これらの諸契約については稿を改めて

述べるつもりであるが，いずれも当該契約の登録証書（si蓉m）が作成きれ，税務縄に

提物されている。

　前記のマクリーズィーの記述では明紀されていないが，薩志下作者との契約は何も下

請人に限ったことではなく，納税請負入の義務でもあって，耕作者はmuzari職nと総

称された（響i㌻鋤IV，38）。10世紀の地理学者で旅行家のイブン・ハウカルIbn耳aw・

qalは次のように述べている。

　　エジプトの徴税方法についていえば，納税請負によって各フェッダーン（feddan）
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　　　　　　　　　　　　　　　アッバース溶暗代エジプトにおける税の請負制度について

　　当たりについての一定の分割同意額（muq麟a¢a）が決められ，これをもとにして，

　　耕作者（aka罫a）はどの地区も土地測量（mis的a）とフエッダーーン数を基本とす

　　る周知の条項を記した告知書　（m．　anaglr）やi契約書（wa劉iq）を与えられる

　　　（球象w（茎alI，163）。

契約の覆類，規模については様々なケースがあったようで，APE鶏n。79の納税講負人

が貸手となっているklrゑ’（徽地契約）文ξ至1はその一鰯とみなされる。いずれにしても，

最：終的にはどの土地は誰が耕作あるいは管理し，税を支払うかが確定され，税務縄の帳

簿に詑入きれたのである。マクリーーズィーによれば，このような土地の登録や登録証書

の税務局への提1撫まコプト暦の第1月であるt6t月（9月に相当）に行なわれ（理㌻碑

II，34；cf．　Mammゑti　237），しかも毎年繰り返されたようである（cf．　APEL　n。144，

n。270）。またこの£6t月は農民に種子を支給する時期でもある（EJitat　II，34；Mam－

mgti　237）。10働紀後半の地理学者で旅行家のai－Muqaddasiは，アッパーース朝後期

からフプーーテマ朝初期にかけてのエジプトの税制について語ったあるエジプト人の言葉

を伝えているが，それによると「農民のうちで，種子．（taqwiya）を政府から借り受け

る者の場含には，その借りた〔上子の〕鍵に従って土地の貸主（kari）の取得分が増さ

れる」6）とあり，したがって支給する覆子の量は租税台帳に克明に記入されたと思われ

る。事実，納税請負の決算書ともいうべき「納税請負残額に関する計算書」には種子代

の項が設けられている（P．Mil．　R．　univ．1，　nQ　7）。マクリーズィー一が述べている「納税請

負入が耕作播極を糧劃する」というのは，主としてこの筑子の麦給を指すようである。

　次に納税請負入の仕事として「灌概土手の整備」があげられる。灌概土手と訳した

灘sr（複数形重usgr）は，エジプト独特の灌過法であるbasin　systemのbasinを

形作る周囲の土手のことである。この土手は運河に沿って細長い碁盤の賦のように配置

きれており，ナイルが増水期に入ると，水が導入されて土手に闘まれた部分，すなわち

basin（アラビア語で1］awd）が一回の溜池状になる。ついでその土手の一部が開かれ

て水は隣接の下流のbasinに流れこむ。したがってナイルが増水する繭に，この灌概

土手を整備しておかねばならない。マクリーズィーは前記引用交に引き続いて

　　納税請負額や徴税請負額のうちから，当該地域のものとして，灌概土手の盛土や灌

　　概溝（tura：：tur’aの複数形）の堰止め，運河（bulu重：葱al磁の複数形）の掘難

　　に支繊した額を税務贋｝（diwan　a1一切r磁）で定められた率に沿って自己のために

　　騨定する（蓼i㌻atI，132）。

と述べているQ「繭葛のために算定する」とは差引くことを意味する。灌概工事に要す
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る費用は，地方経費として請負総額より控除されたのである。灌溜i施設のうち，毎年整

備しなければならない点で業務上もっとも重要な灌概土手は，行政上二つに区分されて

いた。すなわち村落舞岡休などが管理する小規模のものと，政府が管轄する大規模なも

のとがあって，蘭越はai－gusar　a1－baladiya，後者はa1遺usUr　al－sult蕊niyaと呼ば

れた。後者についてマクリーズィーは別のところで次のように述べている。

　　政府管轄の灌概土手（a1－9usEr　a1－sultanlya）は一般的公共利益のためのものであ

　　って，ナイルの水がいらなくなるまで，諸地域すべてにわたりナイルの水を維持す

　　るものである。これには栗西の諸地区に定められた規則がある。昔⊂すなわちアッ

　　バース朝，ファーテマ朝｝剥蝦〕では，この土手は地方の税金でまかなわれ，当該地

　　方の納税請負入がその業務を管轄し，そのために彼らが引き受けた納税請負金のう

　　ちからその土手の費用を支出するということが考慮された。その後，東西いずれの

　　地区でも⊂政府の〕税務周の収税吏の手でその税金が徴収され，当該の土手に麦繊

　　され，残額は圏庫に納入されることになった。…（撃彰a纂，162；cf．　Mammati232）。

納税請負人が掲燃した灌概土手は規模の大きいa1営usar　al－su1埴niyaのみで，これに

要した経費は請負った徴税額から差し引かれ，その残額が圏庸納入の義務額となった。

ところが納税請負制が根本的に改革されたファ　一一テマ朝後期に，この納税講負入による

管理制度は廃止され，アイユーブ朝では政府事業になったのである。廃止の最大の原因

は，納税請負人が灌概経費の査定を故意に大きく兇積って請負総額から控除し，実際的

には必要経費の余半額を私消してしまうために，一一・fiでは園廊納入額の細鱗を招き，ま

た一方では，見積られた額の｝線こは灌概施設が王業されていないという弊害を蛇んだこ

とにあると思われる。ウマ4ヤ朝里では，これら灌概工事は県内の労働賦役によって行

なわれており，これには県の長宮（pagarque）が当たっていた。しかも当該県内で労

働力を自給できない場合は，隣接県に応援を求めた。賦役は後述するような分舗納税期

のあいまに行なわれ，したがって他県へ賦役に送られた場合，納税期には返された7）。

この賦役はむろん無報酬であったから，灌瀧経費が算定きれるアッパーース押下の納税請

負制では，かなり改善されたものと思われるが，しかし町回費はともかく，労働力に対

してどれほどの予算が計上されたかは甚だ疑聞視きれる。

m
　さて，納税請負業務でもっとも璽要な税の徴収と国庸への送金は，前記のマクリーーズ

ィーの記載のように，契約の際に定められた賦払額（qis㌻）とその時期によっていたが．
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これは農民の納税が分翻払いでなされるためである。地租（加r嬉）の徴収開始期（if誌

t的）はナイルの水が引いたあと，胡麻，胡瓜，棉以外のほとんどの主要作物の播種が

終ったのちのコプト暦の第5月算be月（1月に相当）に置かれていた8）。そして垣be

月から年末のmes◎ri月まで，エジプトの農業事情に沿って月々に徴税されたのであ

る。Kプン・ハウカルは次のように述べている。

　　（1）垣be月に，地租偽ar亀）の徴収開始と納税請負人の税計算（mu堰saba）と

　　によって，人々は満期のもの（mablitl）であれ〔新〕契約のもの（matqUd）であ

　　れ，彼らが手中にしているすべての契約登録（siきmat）のうちの1／gを請求きれる。

　　（2）am忌ir月には契約登録の地穣の％を完納するように徴収される。（3）barem－

　　h日月には第2のYsの講求が行なわれ，地租の1／sが徴収きれる。砂糖きび，そ

　　の同類のものを播稀する。（4）barmade月には諸徴税区の住民に対する土地測量

　　（mis頭のが行なわれる。また人々は契約登録の地租の％の完納を求められる。

　　麦類の収穫が始まる。（5）ba甑ns月には土地測鍛⊂の結果〕が告示され，測量に

　　付随する諸種の税金，すなわち保証手数料（＄arf），貨幣取扱料（含ahba⑫），およ

　　び牧場，うまごやし，亜麻の各税金侮aqq）などが当該地方の慣例にしたがって

　　請求され，また契約（’uqifd）や地積焼山（mis的a）によって告示（もしくは決

　　定）された額のうちの％を完納するよう徴税される。そしてすべての人々が〔麦類

　　の〕収穫に携わる。（6）ba’嚢ne月には土地灘猛以後の，残額ではあるが同額でな

　　い地租の％を完納するよう徴税される。（7）abib月には〔残額の〕地零且の％の完納

　　が求められる。……（8）mesori月には地租の支払を完了する。………（翠awqaB，

　　i36－37；　cf．　E．．litat　II，　35－38）．

この引胴話中の（1）から（8）はほぼ1月から8月に当たることを示す。丸幅納の割合につ

いてやや誤解を招きそうな書き方をしているが，これはイブン・ハウカルが原資料をそ

のまま引用したためらしく，彼は珊のところで次のような説開を加えている9）。

　　この額を前述のような方法で，まず磁を支払い，第2一類に計％になるように納

　　め，ついで第3圃目の％を請求される。　〔こうして〕barmgde月1こ地租のY2を

　　完納すると，その後の納税と請求はやはり分割支払期（nu塑m：且贈mの複数形）

　　ごとに行なわれるが，それは彼らが賦課規約（mu“．i　mala）の上で利益をうるよう

　　に当を得たものであって，彼らに蒋酷な納税を強l111jせず，耕作地全体を荒廃させて

　　しまうようなことはない。これはイスラームの方法によるのではなく，古代エジプ

　　トの諸王が隔ざした仕方であって，耕作者はまず米について納税を行なうと，次に
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　アッパー・ス糊押鮎エジプトにおける税の請負親掛について

　　小麦や大麦について，ついで砂糖きびや亜麻について納税するのである（耳awqal

　　I，　163mu64）o

この両者の記述によると，単純な一定割舎による分調帯でなかったことがわかる。第1

月のt6t月に土地の登録，登録誕書の税務局への提筆写1が行なわれることはすでに述べ

たが，納税総額の暴礎はこのときに登録された税額によっている。すなわち納税民は作

物の豊凶に関係なく，登録税額の％を麺be月からbarmttde月までの上半期に納

税する。徴税方法としては，納税総額の％を単位としてこれを2ケ月ごとに締めくく

り，実際的には毎月総額の％を納税するのである。こうしてbarmade月に登録税

額の渥が納められると，岡時に地積規定による土地では土地測量が行なわれる。この

「土地測量」というのは，登録きれた耕地およびその面積数についての実際の作付状況の

確認，作物の種類，出来高の調査を指すものと思われる。こうして主として麦類の作柄

を考慮して，改めてその土地にかかる税額が決定される。またこのような土地測量によ

らないで，契約によって税額が臨鋤的に決まる場会もある。この契約というのは，恐らく

耕作請負（qabala）契約や分益小作（muzarata）契約を意味すると考えられる（cf．

APH　nO　12）。いずれにしてもこれらの税額はba甑ns月以後の下半期に支払われる。

この下半期の税額がいわゆる「残額」（baqi’：複数形bawaqi）と呼ばれるもので，

平無作であれば，登録税額のほぼ1／2に当たるわけである。

　ここで興味深い地租受領書があげられる。その一つは，醐一条件のもとに嗣一人物に

よって支払われた295年度の地租の受領書2遜で，それではbai”emh2t月と　bar－

mitde月に各々同一額　（’／2　“　」6　十　i／s　dl．nar）を払っている　（APRL　n。　III　1，　nO

H王2）。また他の網はやはり統一条件のもとに闘一人物によって支払われた298繊度の

地租の受領書3通で，ただし税脇腹とのずれで実際には299年に支払われたものである

（APRL　n。　III　4，　n。難王5，　n。　HI　6）。この3通にはコプト月の言己載がなく，イスラ

ーム暦の甜ban月のもの1通とrama弾弓月のもの2通で，そのうち1通では，手

数料と考えられる1d巨niqを除いて忌a“btin月のものと岡額の％÷％＋Yg　dinir

が支払われ，他は％十1／sdlnar十5dtiniqが支払われている。したがって首atban

月のものはbaremhat月に麦払われ，　ramaφ謡月のものはbarmttde月とb薦ans

月に支払われたことになる。こうしてbagans月からmesori月までの4ケ月間は，

麺be月からbarmUde月までの前半4ケ月間とは異なった算定基準をもとに，分害目納

によって各々徴税きれたのである。ただこれら分割納による地租のほか，手数料を主体

とした雑税が地方の慣例による税率をもとにba§ans月に徴収きれた。地租受領轡のう
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ちには，　「＄arf（保証手数料）なしに」と明記されたものがかなりあるが（APRL　n。

III　1，　n。　III　2，　n。　III　8；APEL　ll。189；PERF　n。866　＝・　EPER　k。11），これは劉

の時期に§arfが徴収されたことを示している。

　納税請負に出された地域で1妻1＝作し，その土地の地秘を支払う者ahl　al－qabala（P．Mi1．

Univ．1，　n。7）も，以上のような分割納の原則にしたがって納税した。その場合，地租

受領書には「擾々のqabala」と記して，当該納税請負人の管轄下にあることが明示さ

れた（APW　nO　14；APRL　nQ　IH　8；APEL　n。185，　no　196；PERF　nQ　866　＝EPER

no　11，　PERFバ867　・EPER　no　12）。この点は人頭税受領書についても恥じであ

る（PER　Inv．　Ar．　Pap．8347，7850）。ここで注意しなければならないのは，税の受

取人はかならずしも納税請負人ではなかったことである。通常，税の受取人は税務長富

から派遣された県（kUra）の徴税宮ぐami9一縛には2・3県を兼務することもある

一一 ﾅ，実際的にはその代宮（balifa）の立会のもとに貨幣取扱吏　（qus㌻aiまたは

首ahbaのが領収する（APELバ181，　no　183，　n。184，　n。189；PER　Inv．　Ar．　Pap．

4965＝EPER　nO8）。しtがって，もし当該請負人がかなりの地域を請負って，県の徴税

宮に相当する権限を与えられた揚々はみずから税の受取入となることができた。APW

nO三4はその例である。これは26王薙度のためのもので，地租支払人はコプト人，納税

請負入はカリフのmawlaの肩：書を持つAbtt　Mψammad耳akim，受取人はこの

Abif　M晦ammadの代理人（wakZ1）YUnus　b．　al－Muwaffaq，領収係はコプト人の

貨幣取扱吏（qus㌻a1）となっている。しかし納税追撃人の権限が村落規模にとどまるも

のであれば，税の受取人は県の徴税宮の名義となった。APEL　n。196やP£RFn。867

＝EPER　n。12はその例である。前者は262年t亘be月1臼の1三1付をもつ牧場税（奪ar聴

al－marati）受領書で，支払人はZayd，納税請負人はMubamrnad　b．　al－Fad1，受

取人はAba　1－Qasim　b．　ai－Qasimの徴税官の代宮侮alifa），領収係は貨幣取扱萸で

ある。後者は291年度のための地租受領書で，麦払人は2名で，一人は明らかにコプト

人，他の一名もおそらくコプト入，納税請負入はtAbd　Allah　b・M晦alnm認a1－

Yamamiとその漁期，受取人はカリフのmaWiaの綱書を持つ恐らく徴税富のIskan－

darの代言，領収係はコプト人の貨幣取扱吏となっている。　なお納税縦が地租を支払

えないときは，そのために納税請負人から借金することもあったようである（APEL　nO

loo）．

　村落親模の納税講負人と県の徴税宮との関係が明確でないので，微収きれた税金の処

理方法については詳らかにしがtい。ただ受取人が県の徴税宮であっても，自己の講負
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地域の税金に麗してかなりの権限を持っていたことは推察できる。マクリーズィーは

　微税額の一部が毎葎微税請負人や納税請負人の手もとに滞納される。これは税領のう

　ちから滞納されるものであるため残額（bawaqi）と呼ばれている。政府は時にはこ

　の残額をきびしく請求するが，時には大目に見る（Hitat　1，　132）。

と述べている。これは上半期のbarmitde月までに徴収された税額，すなわち税務周

に登録された徴税総額の1／2は当該請負入の賦払期ごとに確実に政府へ送金されたが，

産高基準による下半期の税額の処理権は請負人に属していたことを示す。恐らくこの下

半期の税額から灌概工馨等の当該地方経費がまかなわれ，その残額は卿麹こ納付する義

務があった。しかし，もし政府の監督が不十分であると，請負入たちはこれを自己の収

益（fadl）として私消したのである。さらにマクリーズィーの記述には

　こうして30年間が過ぎると，隼度を変え，諸地域全体を検地し（raka），新たな税務

　調査（ta’d11）を行なう。そして当該地域の徴税請負入〔の請負とは闘係〕なしに，

　増額可能なところでは〔課税額を〕増額し，軽減すべきところでは滅記する　（撃購

　1，　132）o

とあって，30年周期で，請負額の基礎となる基本課税額が実惜に即したものであるかど

うか，大がかりな土地測量を始めとして各種の税務調査を行ない，必要あればこれに修

正を詠えたことがわかる。ここで「年度を変える」とあるのは，30年経つと，イスラー

ム暦銀とコプト暦による税年との閥に約1奪のずれが生じるので，税雑の年暦を1年飛

ばしてイスラーム暦薙に含わすことを意乱するようである。

　　　　　　　　　　　　　　寧　　　　　　　　　　寧　　　　　　　　　　軸

　ところで，以上述べてきたような制度をもったこの納税請負制は，いつaうどのよう

にして成立したか，あるいは実施の実情はどうであったかという聞題に移りたいのであ

るが，実はこれを究めることは非常に困難な仕事である。しかし，もはや与えられた紙

数も尽きてしまったので，ただどザンツ時代の村落三島体における租税の配分方法に幽

する伝承のうちにle），納税請負制の原型を認めることができるということのみ述べて，

詳細はのちの機会に論じたい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（筆者は京都大学文学都研修員）
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